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答  申  書  

 

  平成 24 年 ６月 ８ 日 付け 広 行 第 307 号で 諮 問 の あ り ま した 事 項 に つ

き 、 当検 討 委 員 会 で の 検討 結 果 を 下 記 の とお り 答 申 し ま す 。  

 

平 成 24 年 11 月 ５ 日  

             湖 北 広 域 行 政事 務 セ ン タ ー  

               ご み 収 集運 搬 業 務 検 討 委 員会  

                    委 員 長  生 駒 英司  

行 政 事務 セ ン タ ー  

 管 理者  若 林 正 道   様  

記  

一 諮 問事 項  

以 下 に記 載 す る 諮 問 事 項は 書 面 に よ る 諮 問事 項 の 記 載 及 び これ

に 関 する 口 頭 に よ る 説 明を ま と め て 要 約 した も の で す 。  

 １  長 浜 市 合 理 化 事 業計 画 及 び 米 原 市 合理 化 事 業 計 画 に 基づ く 代

替 業 務（ 資 源 ご み 収 集 運搬 業 務 ） 提 供 に よる 支 援 が 、 業 者 との

間 で 交わ し た 「 し 尿 等 収集 運 搬 業 者 等 の 転廃 業 助 成 に 関 す る協

定 書 」で 定 め ら れ た「 10 年 」の 代 替 業 務 提供 期 間 を 経 過 し ても 、

定 め られ た 支 援 総 額 に 達し て い な い 現 状 にお い て 、 湖 北 広 域行

政 事 務セ ン タ ー （ 以 下 「行 政 事 務 セ ン タ ー」 と い う 。 ） が 引き

続 き 業者 に 従 前 ど お り の代 替 業 務 の 提 供 を継 続 す る こ と の 妥当

性 。  

 ２  可 燃 ご み 及 び 不 燃ご み 並 び に プ ラ スチ ッ ク 製 容 器 包 装の 収 集

運 搬 業務 に 関 し 、 行 政 事務 セ ン タ ー が 業 者と の 間 で 長 期 随 意契

約 を 継続 す る こ と の 妥 当 性 。  

二 検 討委 員 会 の 開 催  

  第１ 回  平 成 24 年  ６ 月  ８ 日  午 前 10 時 00 分 ～  

  第２ 回  平 成 24 年  ７ 月  ６ 日  午 前 10 時 00 分 ～  

  第３ 回  平 成 24 年  ７ 月 30 日  午 前 10 時 00 分 ～  

  第４ 回  平 成 24 年  ８ 月 28 日  午後  １ 時 30 分 ～  

  第５ 回  平 成 24 年  ９ 月 26 日  午 前 10 時 00 分 ～  

  第６ 回  平 成 24 年 10 月 26 日  午後  ２ 時 00 分 ～  

三 諮 問事 項 に 関 す る 検 討委 員 会 の 答 申  

  １ 諮問 事 項 一 １ に つ いて  

 （ １） 合 理 化 事 業 計 画の 成 立 経 緯  

        下 水 道 整 備 が 全国 的 規 模 で 進 展 する 中 で 、 し 尿 取 扱量 の 減
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   尐 に よ り 、 し 尿 処理 業 者 は 、 転 業 、廃 業 を 余 儀 な く され る 事

   態 が 生 じ た 。 し かし 、 運 搬 車 等 の 設備 及 び 機 材 は 他 に転 用 す

   る こ と は 極 め て 困難 で あ り 、転 業 、廃業 も 容 易 で は なか っ た 。

    ま た 、 し 尿 処 理の 適 正 な 実 施 を 確保 す る た め に は 、し 尿 処  

理 業 は、 下 水 道 の 終 末 処理 場 等 に よ る し 尿処 理 へ の 転 換 が 完  

了 す る直 前 ま で 、 そ の 規模 を 縮 小 し つ つ も継 続 し て 行 わ れ る  

必 要 があ っ た 。  

こ う した 中 、 し 尿 処 理 業者 の 転 廃 業 を 円 滑か つ 計 画 的 に 進  

め て 、し 尿 処 理 業 者 の 業務 の 安 定 を 図 る とと も に 、 し 尿 等 の  

適 正 な処 理 を 確 保 す る こと を 目 的 に 、昭 和 50 年 ５月 、議 員立  

法 と して 「 下 水 道 の 整 備等 に 伴 う 一 般 廃 棄物 処 理 業 等 の 合 理  

化 に 関す る 特 別 措 置 法 」（ 以 下 「 合 特 法 」と い う 。 ） が 制 定  

さ れ た。  

    合 特 法 の 成 立 を受 け て 、 旧 厚 生 省か ら は 「 合 理 化 事業 計 画

策 定 要領 」（ 以下「旧 厚 生 省 通 知・策 定 要領 」と いう 。）が 、

滋 賀 県か ら は 「 滋 賀 県 合理 化 事 業 計 画 の 策定 指 針 」 （ 以 下 、

「 滋 賀県 策 定 指 針 」 と いう 。 ） が 示 さ れ た。 行 政 事 務 セ ン タ

ー 構 成市 町 は 、 各 市 町 の合 理 化 事 業 の 実 施に つ い て 足 並 み を

揃 え て対 応 す る こ と で 合意 し 、平 成 12 年 ５ 月 に 行 政 事 務 セン

タ ー にお い て 、 「 湖 北 広域 行 政 事 務 セ ン ター 関 係 市 町 し 尿 等

の 合 理化 計 画 策 定 推 進 委員 会 」 を 設 置 し 、こ れ ら の 旧 厚 生 省

通 知・策 定要 領 、滋 賀 県策 定 指 針 に し た がっ て 、平 成 14 年度

に 長 浜市 及 び 旧 坂 田 郡 各町 が 、平 成 16 年 度 に は 旧 東 浅 井 郡各

町 の 各合 理 化 事 業 計 画 が、 滋 賀 県 知 事 の 認可 承 認 を 受 け て 成

立 し た。 （ そ の 後 、 市 町村 合 併 等 の 事 情 によ り 合 理 化 事 業 計

画 は 変更 が な さ れ て い る 。 ）  

 （ ２） 合 理 化 事 業 計 画の 内 容  

    長 浜 市 （ 旧 伊 香 郡 各 町 を 除 く ） 及び 米 原 市 （ 以 下 「２ 市 」

と い う。 ） の 合 理 化 事 業計 画 で は 、 支 援 の実 施 方 式 と し て は

大 津 市を は じ め 県 内 の 多く の 市 町 が 採 用 した 業 務 転 換 の た め

の 一 括支 援 方 式 が 採 用 され た 。  

    一 括 支 援 方 式 とは 、 基 準 年 度 以 降の 業 務 減 尐 量 に 応じ て 段  

   階 的 に 支 援 を す るの で は な く 、 各 し尿 業 者 の 基 準 時 にお け る

   ３ 年 間 の 平 均 取 扱量 を 基 礎 に 算 出 した 業 務 量 と 収 益 額単 価 か

   ら 年 間 収 益 額 を 算出 し 、 こ の 年 間 収益 額 を 基 礎 と し て、 将 来

   に 渡 っ て の 「 支 援総 額 」 を 算 定 し て、 こ れ を 一 括 し て支 援 す

   る と い う も の で ある 。  
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こ の 点、 ２ 市 で は 、 業 務量 の 基 準 時 を 公 共下 水 道 供 用 開 始

年 度 とし 、 各 し 尿 業 者 のし 尿 と 浄 化 槽 汚 泥の 公 共 下 水 道 供 用

開 始 前後 ３ 年 間 の 平 均 取扱 量 と 収 益 額 単 価か ら 「 支 援 総 額 」

を 算 定し た 。  

か か る計 算 に よ り 算 定 され た 各 し 尿 業 者 の「 支 援 総 額 」 を  

実 際 にど の よ う に 実 現 して い く の か と い う点 に つ い て は 、 ま  

ず は 「業 務 の 提 供 に よ る支 援 」 に よ る も のと さ れ 、 業 務 提 供  

に よ る支 援 で 不 足 す る 場合 に 、 不 足 分 に つい て 「 資 金 上 の 措  

置 」 がで き る と さ れ て いた 。  

    ま た 、 県 内 市 町の 合 理 化 事 業 計 画を 認 可 承 認 す る 立場 に あ

る 滋 賀県 の 滋 賀 県 策 定 指針 で は 「 業 務 提 供に よ る 支 援 期 間 は

５ 年 か ら 10 年 程 度 を 目安 と す る 。 」 と され て い た 。  

    こ の 点 、 行 政 事務 セ ン タ ー の 説 明に よ れ ば 、 ２ 市 には 合 理

化 事 業計 画 を 策 定 す る に あ た っ て 、 以 下 のよ う な 問 題 が あ っ

た と のこ と で あ る 。  

    つ ま り 、 ２ 市 では 、 滋 賀 県 策 定 指針 に よ る と こ ろ の５ 年 か

ら 10 年 の 期 間 で 、「 支 援 総 額」を 達 成 でき る だ け の 業 務 は見

あ た らな い 状 況 に あ っ た。 そ の た め 、 滋 賀県 策 定 指 針 に 忠 実

に 従 うな ら 、 「 資 金 上 の措 置 」 に よ る 不 足分 の 補 完 を 考 え ざ

る を 得な か っ た 。し か し 、「支 援 総 額 」か ら ５ 年 か ら 10 年 で

達 成 可能 な 「 業 務 の 提 供に よ る 支 援 」 額 を控 除 し た 不 足 分 と

し て 算出 さ れ る 「 資 金 上の 措 置 」 額 は 膨 大な 金 額 と な り 財 政

逼 迫 状況 に あ る ２ 市 で はと て も 実 現 で き ない 金 額 で あ っ た 、

と い うこ と で あ る 。  

    そ の た め 、 ２ 市で は 、 業 者 と の 交渉 に よ っ て 、 「 業者 に 対

す る 支援 の 実 現 」と「 行 財 政 の健 全 性 維 持 」の 調整 を 図 っ て、

業 者 と行 政 双 方 が 納 得 でき る 合 意 点 を 探 すほ か な か っ た と い

う こ とで あ る 。  

 （ ３） 業 者 と の 協 定 の成 立  

    上 記 の 経 過 を 経て 、 ２ 市 及 び 行 政事 務 セ ン タ ー は 業者 と 再

三 の 交渉 を 経 て 、 「 支 援総 額 」 と そ れ を 実現 す る 「 業 務 の 提

供 に よる 支 援 」 額 を 定 めて 、 あ る い は 「 支援 総 額 」 と 「 業 務

の 提 供に よ る 支 援 」 額 を定 め 、 な お 不 足 する 部 分 に つ い て は

「 資 金上 の 措 置 」 額 を 定 め て 、 何 と か 合 意を 形 成 す る に 至 っ

た 。そ し て 、同 時 に 滋 賀県 の 認 可 承 認 を 受け る 必 要 性 か ら「業

務 の 提供 に よ る 支 援 」 は 10 年 間 と す る 旨も 合 意 さ れ た 。  

し か し、 そ こ で 想 定 さ れた 「 業 務 の 提 供 によ る 支 援 」 は 、  
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10 年 間 の「 業 務 の 提 供に よ る 支 援 」額 で は 達成 で き な い 可能

性 が ある こ と は 業 者 、 行政 双 方 が 理 解 し てい た こ と か ら 、 仮

に 10 年 間 で「業 務 の 提供 に よ る 支 援」額 が 達 成 でき な か っ た

場 合 のた め に 、 「 大 き な事 情 変 更 や 阻 害 要因 が な い 限 り 業 務

の 提 供に よ る 支 援 は 継 続で き る 」 と い う こと も 同 時 に 合 意 さ

れ 、 さら に 「 大 き な 事 情変 更 と は 根 拠 法 がな く な っ た 場 合 や

提 供 でき る 代 替 業 務 が なく な っ た 場 合 を いう 」 と い っ た 内 容

の 合 意も さ れ た 。  

    こ の よ う な 業 者と の 合 意 形 成 を 背景 と し て 、 ２ 市 は合 理 化

事 業 計画 の 認 可 承 認 を 受け 、 こ れ に 基 づ いて 、 ２ 市 及 び 行 政

事 務 セン タ ー は 、 各 し 尿業 者 と の 間 で 「 し尿 等 収 集 運 搬 業 者

等 の 転廃 業 助 成 に 関 す る協 定 書 」（ 以 下「 協 定書 」と い う 。）

お よ び覚 書 を 締 結 し て いっ た 。  

    「 協 定 書 」 に おい て は 、 「 支 援 策（ 援 助 総 額 ） 」 「業 務 援

   助 額 」 お よ び 「 業務 援 助 額 」 で 「 支援 策 （ 援 助 総 額 ）」 に 不

   足 す る と き は 「 資金 援 助 額 」 が 記 載さ れ 、 「 業 務 の 提 供 に よ

   る 支 援 」期 間 は 10 年 と 規 定 さ れ た 。しか し 、前 述 のよ う に こ  

こ に いう「 業 務援 助 額」は 10 年間 の 代 替業 務 の 提 供 に よ って

は 達 成不 可 能 と な る 可 能性 が あ っ た こ と から 、 そ の よ う な 場

合 に 備え て 「 委 託 業 務 の履 行 が 良 好 で 、 かつ 委 託 業 務 に 影 響

を 及 ぼす よ う な 社 会 情 勢の 変 動 等 が な い 場合 は 、 代 替 業 務 の

提 供 期間 満 了 後 も 、 引 き続 き 当 該 業 務 を 委託 す る こ と が で き

る 」 旨の 条 項 が 入 れ ら れ、 さ ら に 「 社 会 情勢 の 変 動 等 と は 代

替 業 務を 提 供 す る 根 拠 法が な く な っ た 場 合や 提 供 で き る 代 替

業 務 がな く な っ た 場 合 をい う 」 と い っ た 内容 の 覚 書 も 締 結 さ

れ た 。  

 （ ４） 協 定 書 の 有 効 期間 満 了  

    上 記 の よ う な 経緯 で 締 結 さ れ た 協定 書 は 、 そ の 有 効期 限 あ

   る い は 協 定 書 で 定め ら れ た 代 替 業 務の 提 供 期 限 を 迎 え、 あ る

   い は す で に 経 過 して い る が 、 現 時 点で も 「 業 務 の 提 供に よ る

   支 援 」 額 の う ち 達 成 さ れ た の は 50％ に 満 た な い 状 況 で あ る 。 

    し か る に 、 上 記期 限 な い し 期 間 経過 後 に お い て も 代替 業 務

   の 提 供 が 継 続 さ れて い る と い う 現 実が あ り 、 あ る い は今 後 の

   代 替 業 務 の 提 供 継続 の 可 否 の 検 討 を迫 ら れ る 状 況 と なっ て い

   る 。  

    か よ う な 状 況 にあ っ て 、 当 検 討 委員 会 に 対 し て 上 記一 １ の

   諮 問 が な さ れ た 。  
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 （ ５） 当 検 討 委 員 会 の判 断  

  ①  諮 問 事 項 一 １ につ い て は 、 協 定 書に 定 め ら れ た 代 替業 務 の

   提 供 期 間 経 過 後 にお い て 、 未 達 成 の「 業 務 援 助 額 」 を達 成 す

   べ く 、 引 き 続 き 代替 業 務 の 提 供 を 継続 す る こ と の 可 否が 問 題

   と な る 。  

    こ の 点 、 前 述 三１ （ ２ ） （ ３ ） のと お り の 業 者 と 行政 の 間

   で の 合 意 形 成 の 過程 か ら す れ ば 、 協定 書 （ 及 び 覚 書 ）を 締 結

   し た 当 事 者 の 意 思解 釈 と し て は 、 概略 以 下 の よ う に 解釈 す る

   の が 合 理 的 で あ る。  

   ・ ２ 市 は 業 者 に 対し 、 「 支 援 策 （ 援助 総 額 ） 」 に 定 めら れ た  

支 援 を実 現 す る 。  

   ・ 「 支 援 策 （ 援 助総 額 ） 」 に つ い ては 、 ま ず 「 業 務 援助 額 」

に 定 めら れ た 金 額 に 達 する ま で の 代 替 業 務を 行 政 事 務 セ ン

タ ー が提 供 す る こ と に より 実 現 す る 。  

   ・ 定 め ら れ た 「 業務 援 助 額 」 が 「 支援 策 （ 援 助 総 額 ）」 に 満

    た な い と き は 、そ の 不 足 分 に つ いて は 「 資 金 援 助 額」 を 定

    め て ２ 市 が こ れに よ り 支 援 を 実 現す る 。  

   ・ 代 替 業 務 の 提 供期 間 は 10 年 間 とす る 。  

   ・但 し 、10 年 間 の 代 替業 務 の 提 供に よ っ て「 業 務 援助 額 」が

達 成 でき な か っ た と き は、 社 会 情 勢 の 急 変や そ の 他 の 阻 害

要 因 がな い 限 り 、 行 政 事務 セ ン タ ー が 代 替業 務 の 提 供 を 継

続 す るこ と で 支 援 の 実 現を 図 る 。  

こ の 点、協 定書（ 及 び 覚書 ）の文 言 上 は、10 年 間 で「業 務  

援 助 額」 が 達 成 で き な かっ た 場 合 に つ い て、 「 委 託 業 務 の 履

行 が 良好 で 、 か つ 委 託 業務 に 影 響 を 及 ぼ すよ う な 社 会 情 勢 の

変 動 等が な い 場 合 は 、 代替 業 務 の 提 供 期 間満 了 後 も 引 き 続 き

当 該 業務 を 委 託 す る こ とが で き る 」 と 任 意規 定 的 な 定 め 方 が

さ れ てい る 。 し か し 、 前述 の よ う な 業 者 と ２ 市 及 び 行 政 事 務

セ ン ター と の 合 意 形 成 の過 程 に 鑑 み れ ば 、こ の 条 項 は 、 「 委

託 業 務の 履 行 が 良 好 で 、か つ 委 託 業 務 に 影響 を 及 ぼ す よ う な

社 会 情勢 の 変 動 等 が な い場 合 は 、 代 替 業 務の 提 供 期 間 満 了 後

も 、 引き 続 き 代 替 業 務 を提 供 す る こ と に より 「 支 援 策 （ 援 助

総 額 ）」 の 実 現 を 図 る 、と い う 趣 旨 の 規 定と 解 釈 す る の が 合

理 的 であ る 。  

    し た が っ て 、業 務 提 供 期間 で あ る 10 年 が 経 過 し ても 、そ の

間 に おけ る 業 務 援 助 達 成額 が 、 協 定 時 に 合意 さ れ た 「 業 務 援

助 額 」に 満 た な い 場 合 に、 な お 代 替 業 務 の提 供 を 継 続 す る 必
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要 が ある か 否 か に つ い ては 、 協 定 書 に あ る「 委 託 業 務 の 履 行

が 良 好で 、 か つ 委 託 業 務に 影 響 を 及 ぼ す よう な 社 会 的 情 勢 の

変 動 等が な い 場 合 に は 、代 替 業 務 の 提 供 期間 満 了 後 も 、 引 き

続 き 当該 業 務 を 委 託 す るこ と が で き る 」と い う定 め に 従 っ て、

代 替 業務 の 提 供 の 継 続 の可 否 を 判 断 す る ほか な い と 考 え ら れ

る 。  

    こ の 点 、 行 政 事務 セ ン タ ー か ら 提出 さ れ た 資 料 及 び説 明 報

告 か らす れ ば 、 業 者 に よる 代 替 業 務 の 履 行は 良 好 で あ り 、 市

民 か らの 苦 情 等 の 特 段 の問 題 も 発 生 し て おら ず 、 代 替 業 務 の

提 供 継続 を 阻 害 す る 社 会的 情 勢 の 急 変 も ない と 認 め ら れ る 。  

か よ うな 現 状 に お い て は、 行 政 事 務 セ ン ター は 業 者 に 対 し

て 、 「業 務 援 助 額 」 に 達す る ま で 、 引 き 続き 代 替 業 務 の 提 供

を 継 続す る ほ か な く 、ま た その よ う な 手 法を と る こ と に つ き 、

行 政 裁量 の 逸 脱 や 不 合 理性 も な い と 判 断 され る 。  

し た がっ て 、 上 記 の よ うな 協 定 書 （ 及 び 覚書 ） の 解 釈 か ら

   す れ ば 、 行 政 事 務セ ン タ ー は 業 者 に対 し 引 き 続 き 「 業務 援 助  

額 」 に達 す る ま で 代 替 業務 の 提 供 を 継 続 しな け れ ば な ら ず 、  

そ の 意味 に お い て 、 な お、 協 定 書 （ 及 び 覚書 ） は ２ 市 及 び 行  

政 事 務セ ン タ ー と 業 者 を拘 束 し て い る も のと 考 え ら れ る 。  

    な お 、 「 支 援 策（ 支 援 総 額 ） 」 「業 務 援 助 額 」 の 定め の 拘

   束 力 は 認 め つ つ も、 代 替 業 務 の 提 供期 間 が 経 過 し た 後は 、 達  

成 さ れて い な い 「 業 務 援助 額 」 に つ い て は、 金 銭 支 給 に よ る  

解 決 を図 る べ き で は な いか と の 考 え 方 も あり う る 。  

    し か し 、 前 述 のよ う な 協 定 書 （ 及び 覚 書 ） の 意 思 解釈 を 前  

提 と する 限 り 、 ２ 市 の 協定 書 上 の 債 務 は 「資 金 援 助 額 」 の 支  

払 い によ っ て す で に 履 行済 み で あ っ て 、 ２市 が 更 な る 金 銭 支  

出 を する 根 拠 は も は や どこ に も 見 い 出 せ ない し 、 「 業 務 援 助  

額 」 の不 足 分 は 代 替 業 務の 提 供 の 継 続 に より 実 現 を 図 ら れ る  

べ き もの で あ る こ と か ら、 金 銭 支 給 に よ り解 決 す る と い う 方  

法 は とり え な い と 判 断 する 。 ま た 、 実 質 的に み て も 、 現 時 の  

自 治 体財 政 の 逼 迫 状 況 から す れ ば 、 金 銭 支給 に よ る 解 決 は 極  

め て 困難 な こ と と い え る。 さ ら に は 、 現 時点 で 業 者 に 代 替 業  

務 の 履行 の 負 担 を 負 わ せる こ と な く 金 銭 支給 を し た 場 合 、 以  

後 の 資源 ご み 収 集 業 務 につ い て は （ 仮 に 競争 入 札 で 他 の 業 者  

に 委 託す る こ と に な る 場合 も 含 め て ） 更 なる 支 出 を 行 政 事 務

セ ン ター （ ２ 市 ） は し なけ れ ば な ら な く なる が 、 こ れ は 、 市

民 の 税金 の 使 い 方 と し て妥 当 な こ と と は 思わ れ ず 、 市 民 の 理
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解 も 得ら れ な い こ と と 考え ら れ る 。  

    し た が っ て 、 代替 業 務 提 供 期 間 経過 時 に お け る 「 業務 援 助

   額 」 の 未 達 成 額 は金 銭 的 支 給 で 解 決さ れ る べ き で あ ると い う

   主 張 は 排 斥 さ れ るべ き で あ る 。  

  ②  以 上 の と お り 、代 替 業 務 の 提 供 期間 経 過 時 に お け る「 業 務

   援 助 額 」 の 未 達 成額 に つ い て は 、 引き 続 き 代 替 業 務 の提 供 を

   継 続 す る こ と で 達成 さ れ る の が 必 要か つ 妥 当 と 当 検 討委 員 会

   は 判 断 す る 。  

    た だ し 、 「 業 務援 助 額 」 が 代 替 業務 の 提 供 に よ り 達成 さ れ  

た 金 額や 、 い つ ま で が 代替 業 務 の 提 供 と して 行 わ れ る 業 務 委  

託 で ある の か は 明 確 に して お く 必 要 が あ る。 こ の 点 、 代 替 業  

務 の 提供 期 間 経 過 後 に おけ る 取 扱 い に つ いて 業 者 と の 間 で 、  

協 定 書の 更 新 等 の 手 続 を 執 る 必 要 が あ り 、ま た 、 毎 年 の 代 替  

業 務 の達 成 額 を 明 確 に して お く 必 要 が あ ると 考 え る 。  

    ま た 、 代 替 業 務に つ い て の 委 託 金額 の 適 正 性 に つ いて は 、

   後 述 の 諮 問 事 項 一２ に 関 す る 当 委 員会 の 意 見 を 参 考 にさ れ た

   い 。  

  ③  な お 、 対 業 者 との 関 係 に お い て は、 代 替 業 務 の 提 供を 継 続

   す る ほ か な く 、 また そ れ が 妥 当 と いう 結 論 は 以 上 の とお り で

   あ り 、 本 検 討 委 員会 の 意 見 と し て これ 以 上 の こ と を 述べ る 必

   要 は な い が 、 対 内的 に は 従 前 の 協 定書 の 締 結 に あ た って の 行

   政 の 裁 量 の 当 否 とい う 問 題 も あ る ので 、 こ の 点 に つ き傍 論 と

   し て 若 干 の 意 見 を申 し 述 べ て お く 。  

  この 点 、 協 定 書 の 基礎 と な っ て い る ２市 の 合 理 化 事 業 計画  

は 合 特法 に 基 づ き 策 定 され た も の で あ り 、同 法 の 成 立 を 契 機

に 出 され た 旧 厚 生 省 通 知・ 策 定 要 領 、 滋 賀県 策 定 指 針 に し た

が っ て策 定 さ れ た も の であ っ て、「 支 援 策（ 援 助総 額 ）」「 業

務 援 助額 」 「 資 金 援 助 額」 の 決 定 過 程 に は特 段 の 問 題 は な い

も の と思 料 さ れ る 。  

 な お、 合 理 化 事 業 計 画で は 、 「 業 務 援 助額 」 を 積 算 算 定 す

   る に あ た っ て の 収益 額 単 価 の 計 算 方法 に つ い て 、 「 収益 額 単

   価 ＝ 収 集 運 搬 業 務の 委 託 料 単 価×営業 利 益 率÷（ １ ＋営 業 利

   益 率 ） 」 と 記 載 され て い る が 、 こ の計 算 式 は 一 般 的 に理 解 さ

   れ て い る と こ ろ に照 ら す と 誤 解 を 招き か ね な い と 認 めら れ る

   点 が あ る の で 、 その 点 を 注 記 し て おく 。  

 こ の点 、 一 般 に 理 解 され て い る 用 語 の 意味 と し て は 「 営 業

利 益 率」 と い う の は 「 営業 利 益 金 額 の 総 売上 高 （ ＝ 原 価 ＋ 営
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業 利 益） に 占 め る 割 合 」を 意 味 し 、 そ の 理解 に 従 え ば 、 収 益

額 単 価は 「 収 集 運 搬 業 務の 委 託 料 単 価×営業 利 益 率 」 の 計 算

に よ って 求 め ら れ る も のの は ず で あ る 。 した が っ て 、 合 理 化

事 業 計画 に 記 載 さ れ て いる 割 戻 し 計 算 （ 「÷（ １ ＋ 営 業 利 益

率 ） 」の 部 分 ） は す べ きで な い も の で あ る。  

 つ まり 、 合 理 化 事 業 計画 の 収 益 額 単 価 の計 算 式 を 合 理 的 に  

解 釈 する の で あ れ ば 、 合理 化 事 業 計 画 に 記載 さ れ た 「 営 業 利  

益 率÷（ １ ＋ 営 業 利 益 率） 」 の 部 分 全 体 が一 般 に 理 解 さ れ て  

い る とこ ろ の 「 営 業 利 益率 」 に 相 当 す る もの と 解 釈 さ れ る べ  

き も のと 思 料 す る 。 か よう に 理 解 す る こ とで 、 業 務 援 助 額 積  

算 過 程に お い て の 営 業 利益 率 ＝ 業 務 援 助 額消 化 額 計 算 に あ た

っ て の利 益 率 ＝ ９ ． １ ％と な る と 解 す る こと に よ っ て 、 統 一

性 、 整合 性 が と れ る も ので あ る と 考 え る 。  

  さて 、 問 題 と な り うる の は 、 滋 賀 県 策定 指 針 で は 「 『 支援

   総 額 』 は ま ず も って 『 業 務 の 提 供 によ る 支 援 』 に よ って 図 る

   こ と と さ れ 、 『 業務 の 提 供 に よ る 支援 』 に よ っ て も 『支 援 総

   額 』 に 満 た な い 場合 の 不 足 額 に つ き『 資 金 上 の 措 置 』で 対 応

   す る こ と と さ れ 、さ ら に 『 業 務 の 提供 に よ る 支 援 』 期間 は ５

   年 か ら 10 年 程 度を 目 安 と す る 」と さ れて い る に も かか わ ら ず 、 

合 理 化事 業 計 画 で は ５ 年か ら 10 年 で は 達成 が 不 可 能 な 確 率

が 高 かっ た 「 業 務 の 提 供に よ る 支 援 」 額 が定 め ら れ た 点 で あ

る 。  

  この 点 に 関 す る 当 時の ２ 市 を 取 り 巻 く事 情 及 び 行 政 判 断に

つ い ての ２ 市 及 び 行 政 事務 セ ン タ ー か ら の説 明 は 、 前 述 三 １

（ ２ ）（ ３ ） に 記 載 し たと お り で あ る 。  

  かか る 当 時 の 状 況 から す れ ば 、 ２ 市 及び 行 政 事 務 セ ン ター

は 、 業者 の 支 援 策 を 早 急に 実 現 す る 必 要 性に 迫 ら れ る 一 方 、

滋 賀 県策 定 指 針 に 従 っ た計 算 方 法 で 合 理 化事 業 計 画 を 策 定 す

る な らば 、 財 政 上 履 行 が非 常 に 困 難 な 「 資金 上 の 措 置 」 を し

な け れば な ら な く な る 、と い う 二 律 背 反 の状 況 に あ っ た と 推

察 さ れる 。 こ の よ う な 状況 の 中 で 、 ２ 市 及び 行 政 事 務 セ ン タ

ー が 「業 者 に 対 す る 支 援の 実 現 」 と 「 健 全な 市 財 政 の 維 持 」

と い う行 政 に 課 せ ら れ たい ず れ も 重 要 な 要請 の 調 和 を 図 る べ

く 、 再三 に わ た り 業 者 と協 議 交 渉 を 行 い 、そ の 中 で 両 者 が 納

得 で きる 合 意 点 を 見 い 出そ う と し た こ と は頷 け る と こ ろ で あ

り 、 また そ の よ う な 手 法を 採 ら ざ る を 得 なか っ た 状 況 で あ っ

た と も思 料 さ れ る と こ ろで あ る 。  
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  結果 、 前 述 の よ う な合 理 化 事 業 計 画 が策 定 さ れ 、 こ れ に 従

   っ て 業 者 と の 間 で協 定 書 が 締 結 さ れた 訳 で あ る が 、 前述 の よ

   う な ２ 市 及 び 行 政事 務 セ ン タ ー を 取り 巻 く 状 況 か ら すれ ば 、  

こ れ は止 む な き 方 法 選 択と い え 、 ま た 、 「業 者 に 対 す る 支 援  

の 実 現」 と 「 健 全 な 市 財政 の 維 持 」 の 二 つの 要 請 を 調 和 す る  

う え でも 、 妥 当 な 方 法 とし て 是 認 さ れ る もの と 思 料 す る 。  

ま た 、無 理 な 財 政 支 出 が回 避 さ れ た こ と 、し 尿 業 者 の 円 滑  

な 業 務転 換 も 達 成 さ れ てき て い る こ と 、 ごみ 収 集 運 搬 業 務 に  

関 す る安 定 的 、 継 続 的 サー ビ ス 提 供 も 実 現で き て い る こ と な  

ど 、 その 後 の 合 理 化 事 業 計 画 の 実 行 過 程 の状 況 を み れ ば 、 ２  

市 及 び行 政 事 務 セ ン タ ー が 上 記 の よ う な 方法 を 選 択 し た こ と  

は 、 メリ ッ ト を も た ら して い る 面 も あ り 、市 民 の 利 益 を 害 す  

る 結 果を 招 い て い る と は言 い 難 い 。  

    し た が っ て 、 結論 的 に は こ の よ うな 合 理 化 事 業 計 画を 策 定

   し 、 そ れ に 従 っ て 業 者 と の 間 で 協 定書 を 締 結 し た こ と は 妥 当  

で あ り、 こ れ に つ い て 、行 政 裁 量 の 逸 脱 、不 合 理 性 は な か っ  

た と 判断 す る 。  

  ２ 諮問 事 項 一 ２ に つ いて  

 （ １） 判 例 に つ い て  

    合 特 法 関 係 以 外の 可 燃 ご み 及 び 不燃 ご み 並 び に プ ラス チ ッ

ク 製 容器 包 装 の 収 集 運 搬業 務 に つ き 、 長 期随 意 契 約 に よ り 運

用 す るこ と の 可 否 を 判 断す る に つ い て 、 参考 と す べ き も の と

し て 以下 の よ う な 判 例 要旨 が あ る 。  

   「 廃 棄 物 の 処 理 及び 清 掃 に 関 す る 法律 」 （ 以 下 「 廃 棄物 処 理  

法」と い う。）は、一 般 廃棄 物 の 収 集 等 業 務の 公 共 性 に 鑑 み、  

経 済 性の 確 保 等 の 要 請 より も 、 業 務 の 遂 行の 適 正 を 重 視 し て  

い る もの と 解 さ れ る 。 すな わ ち 、 廃 棄 物 処理 法 は 、 最 低 価 格  

の 入 札と 契 約 を 締 結 す る一 般 競 争 入 札 の 制度 と は 異 な る 建 前  

を 採 って い る の で あ る 」  

   「 廃 棄 物 処 理 法 は、 一 般 廃 棄 物 の 処理 業 務 を 委 託 す る場 合 の

   基 準 と し て 、 受 託者 の 資 格 要 件 、 能力 、 委 託 料 の 額 、委 託 の

   限 界 、 委 託 契 約 に定 め る べ き 条 項 等に つ い て 詳 細 に 規定 し 、

   基 準 に 則 り 、 委 託業 務 が 適 切 に 遂 行さ れ る こ と を 予 定し て い

   る も の で あ っ て 、基 準 に お い て は 契約 締 結 の 方 法 に つい て は

   何 ら 触 れ て は い ない が 、 そ れ は 地 方自 治 法 第 234 条 の 適 用を  

前 提 とし て い る か ら で はな く 、 契 約 締 結 の方 法 を 一 般 競 争 入

札 、 指名 競 争 入 札 ま た は随 意 契 約 の い ず れに す る か は 市 町 村
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の 裁 量に 委 ね て い る 趣 旨と 解 す る の が 相 当で あ る 」  

 （ ２） 検 討 す べ き 事 項  

    上 記 判 例 の 趣 旨を ふ ま え れ ば 、 行政 事 務 セ ン タ ー にお け る

長 期 随意 契 約 の 可 否 に つい て は 以 下 の よ うな 要 件 を 吟 味 す る

必 要 があ る と 思 料 さ れ る。  

   ・ ２ 市 に お け る 可燃 ご み 及 び 不 燃 ごみ 並 び に プ ラ ス チッ ク 製

容 器 包装 の 収 集 運 搬 業 務に  

    ａ 公 共 性 は あ るか  

    ｂ 経 済 性 よ り も業 務 遂 行 の 適 正 を重 視 す べ き 要 請 はあ る か  

    ｃ 一 般 競 争 入 札、 指 名 競 争 入 札 では 、 業 務 遂 行 の 適正 を 確

保 で きな い か  

    ｄ 既 存 業 者 に よる 収 集 、 運 搬 業 務の 遂 行 は 適 正 に なさ れ て

い る か、 問 題 は な い か  

    ｅ 委 託 料 は 適 正か （ 過 大 に な っ てい な い か 、 業 務 遂行 の 適

正 を 確保 で き る 水 準 に ある か ）  

 （ ３） 当 検 討 委 員 会 の判 断  

  ①  こ の 点 、 上 記 ａに つ い て は 、 市 民の 付 託 を 受 け て 、こ れ ら  

   の ご み 収 集 運 搬 を、 ２ 市 か ら 事 務 移管 さ れ た 行 政 事 務セ ン タ  

ー が その 管 理 下 で 行 わ ざる を 得 な い こ と から 、 問 題 は 特 に な  

い と 思料 さ れ る 。  

  ②  ま た 、 上 記 ｂ につ い て も 、 ご み 収集 運 搬 業 務 に つ いて は 安

   定 的 、 継 続 的 か つ良 質 な サ ー ビ ス 提供 の 要 請 が あ り 、そ の た  

め に 必ず し も 経 済 性 だ けが 要 請 さ れ る も ので は な い こ と か ら  

す れ ば、 問 題 は な い と 思料 さ れ る 。  

  ③  次 に 上 記 ｃ の 点を 検 討 す る 。  

    こ の 点 、 行 政 事務 セ ン タ ー で は 現在 、 各 家 庭 か ら 集積 所 に

出 さ れた 可 燃 ・ 不 燃 ご み、 プ ラ ス チ ッ ク 製容 器 包 装 の 収 集 運

搬 は 委託 制 度 で 、 事 業 所の 可 燃 ご み の 収 集運 搬 に つ い て は 許

可 制 度で 行 っ て お り 、 かつ 、 委 託 業 務 と 許可 業 務 を 同 一 業 者

が 行 うと 、 許 可 業 者 と して 契 約 し た 事 業 所の 可 燃 ご み を 家 庭

か ら 集積 所 に 排 出 さ れ たゴ ミ に 混 入 さ せ て、 行 政 事 務 セ ン タ

ー の 焼却 施 設 に 搬 入 す ると い う 脱 法 行 為 が発 生 す る 危 険 性 が

あ る こと か ら （ 現 在 、 東近 江 市 に お い て はこ の よ う な 違 法 行

為 が 発覚 し て 問 題 と な って い る ） 、 こ れ を防 止 す る べ く 委 託

業 者 と許 可 業 者 は 峻 別 され 、 委 託 業 者 は 許可 業 者 と し な い と

い う 方針 が 採 ら れ て い る。 か よ う な 制 度 の下 に お い て 、 現 在

委 託 制度 で 行 わ れ て い る業 務 に つ き 、 競 争入 札 制 度 を 導 入 し
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た 場 合、 す で に 事 業 所 と契 約 し て 許 可 業 者と な っ て い る 業 者

が 事 業所 と の 契 約 を う ち切 っ て 許 可 業 者 の地 位 を 返 上 し た う

え で 、入 札 に 参 加 す る こと は 稀 で あ る と 推測 さ れ る 。  

    他 方 、 こ れ ら のご み 収 集 、 運 搬 につ い て は 、 業 者 も 塵 芥 収

集 車 両（ パ ッ カ ー 車 ） 等の 大 き な 設 備 投 資を し て い る こ と 、

ま た 、行 政 事 務 セ ン タ ーに お け る 既 存 の 委託 業 者 は 、 小 規 模

な 事 業者 が ほ と ん ど と いう こ と か ら す れ ば、 こ れ ら 既 存 の 委

託 業 者は 競 争 入 札 の 下 で落 札 で き な か っ た場 合 に は 廃 業 等 も

や む を得 な い 状 況 に 追 い込 ま れ る こ と が 予想 さ れ る 。 こ の よ

う な 状況 で 競 争 入 札 制 度を 導 入 す る こ と は、 ご み 収 集 運 搬 業

務 の 継続 的 、 安 定 的 な 遂行 を 阻 害 す る こ とに な り か ね ず 、 市

民 の 付託 に 応 え ら れ な くな る お そ れ が 多 分に あ る と 考 え ら れ

る 。  

    さ ら に 、 ご み 収集 運 搬 業 務 の 遂 行に は 円 滑 、 迅 速 かつ 良 質  

な サ ービ ス 提 供 と い う 要請 が 働 き 、 そ れ らを 適 正 に 行 う こ と  

に つ いて は 、 業 者 サ イ ドの 長 年 の ノ ウ ハ ウの 蓄 積 や 、 行 政 事  

務 セ ンタ ー と 業 者 と の 信頼 関 係 、 緊 密 な 連携 も 不 可 欠 の 要 素  

と な る。 こ の よ う な 点 から す る と 、 業 者 を決 定 す る こ と に つ  

い て は、 行 政 事 務 セ ン ター に お い て 業 者 の実 績 、 能 力 等 を 見  

極 め る過 程 も 必 要 で あ ると 考 え ら れ る 。  

    以 上 か ら す れ ば、 経 済 性 を 優 先 させ る 競 争 入 札 制 度を 現 状

   に お い て 導 入 す るこ と は 妥 当 で は ない と 思 料 す る 。  

  ④  上 記 ｄ の 点 に つい て は 、行 政 事 務セ ン タ ー の 説 明 によ れ ば 、

既 存 業者 の 委 託 業 務 遂 行は 、 市 民 か ら の 苦情 を 含 め て 特 段 の

問 題 状況 は で て お ら ず 、実 施 機 関 と の 信 頼関 係 お よ び 緊 密 な

連 携 のも と 円 滑 に な さ れて い る と の こ と であ り 、 業 者 も 長 年

の ノ ウハ ウ の 蓄 積 に よ り良 質 な サ ー ビ ス の提 供 を 行 っ て い る

と の こと で あ る 。  

    と す れ ば 、 既 存業 者 に よ る 業 務 遂行 の 適 正 性 に も 問題 は な

   い と 思 料 さ れ る 。  

  ⑤  上 記 ｅ の 点 に つい て は 、 行 政 事 務セ ン タ ー の 説 明 及び 資 料

か ら すれ ば 、 委 託 金 額 を決 定 す る 基 礎 と なる 原 価 計 算 に お い

て は、県 内 及 び近 隣 他 市（ 大 津 市、草 津 市、守 山 市、彦 根 市、

大 垣 市） と 同 様 な 手 法 を用 い て お り 、 原 価計 算 に あ た っ て の

積 算 項目 や 台 数 計 算 に つい て は 、 各 市 で ばら つ き は あ る も の

の 、 総体 と し て の 原 価 額に つ い て は ほ と んど 他 市 と 同 程 度 の

金 額 とな っ て い る 。  
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    し た が っ て 、 現状 の 委 託 金 額 の 決定 に つ い て は 妥 当性 を 見

   い 出 す こ と が で き、 行 政 裁 量 の 逸 脱や 不 合 理 性 は 認 めら れ な

   い 。  

  ⑥  以 上 、 現 状 に おい て 、 従 来 の 特 定業 者 と の 長 期 随 意契 約 に

よ り 業務 の 遂 行 を す る こと は 、 ご み 収 集 運搬 業 務 遂 行 の 適 正

な 確 保と い う 観 点 か ら 妥当 な も の と 思 料 する 。  

    た だ し 、 新 規 参入 の 機 会 を 将 来 に渡 っ て 全 く 閉 ざ して し ま  

う こ とは 必 ず し も 得 策 とは い え ず 、 他 市 で実 施 さ れ て い る 公  

募 型 プロ ポ ー ザ ル 方 式 など も 参 考 に し て 、業 務 遂 行 の 適 正 性  

を 確 保で き る 範 囲 内 に おい て 、 可 能 で あ れば 、 新 規 参 入 の 門  

戸 を 開 い て い く 方 法 も 検 討 さ れ る こ と が 望 ま し い と 思 料 す る 。 

    ま た 、 委 託 金 額の 算 定 方 法 に つ いて も 、 項 目 に よ って は 、

   実 態 を で き る 限 り 反 映 さ せ て 原 価 計算 を し た 方 が 説 得力 が 増

   し 、 市 民 の 納 得 も得 ら れ や す い と 認め ら れ る 事 項 も 散見 さ れ  

る 。 （給 与 計 算 に お け る基 準 年 齢 の 設 定 方法 、 車 両 台 数 の 認

定 方 法等 ） こ の 点 に つ いて は 、 様 々 な フ ァク タ ー を 考 慮 し な  

け れ ばな ら な い の で 、 一概 に は 言 え ず 、 当検 討 委 員 会 と し て  

結 論 を提 示 す る も の で はな い が 、 行 政 事 務セ ン タ ー に お い て  

従 前 の原 価 計 算 方 法 の 検証 を さ れ 、 よ り 適正 な 原 価 計 算 方 法  

が 可 能で あ る な ら ば 、 随時 計 算 方 法 の 改 訂を さ れ る こ と が 望

ま し いと 思 料 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


